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1 ．はじめに

当機構では、平成15年より、主に消費者の方々を対象に、不動産の売買、住宅の賃貸借につい
て、その手続きの流れ、段階ごとの留意点、標準的な契約書等をわかりやすく解説した、『不動
産売買の手引』及び『住宅賃貸借（借家）契約の手引』を、毎年度、改訂の上、出版している。
お陰様で、都道府県の宅建業部局の相談窓口、市町村の消費者センターの窓口、宅建業の方々
の窓口等で活用され、発行部数は、毎年、３万５千部程度に及んでいる。
ご案内のとおり、本年（令和２年）４月には、改正民法（債権法）が施行され、不動産売買に
ついては、瑕疵担保責任から契約不適合責任への転換が図られ、また、賃貸借については、個人
の連帯保証契約に当たって極度額を定めなければ同契約
が無効になるなど、大きな変更が行われたところである。
このため、令和２年度版の『不動産売買の手引』及び

『住宅賃貸借（借家）契約の手引』については、改正民
法に対応するなど、大幅な見直しを行い、発刊すること
とした。以下では、両手引の改訂のポイントについて、
簡単に説明することとする。

2 ．改定のポイント

（1）『不動産売買の手引』

不動産売買に関する改正民法の変更点としては、何と言っても、瑕疵担保責任から契約不適合
責任へ転換されたことが大きい。
これまでの瑕疵担保責任は、売買契約の債務不履行責任でなく、民法で特別に設けられた責任

（法定責任）であるとの考え方が基本であったが、契約不適合責任は、「引き渡された目的物が、
種類・品質等に関して、契約の内容に適合していないこと」の責任（売買契約の債務不履行責任）
とされ、４つの救済方法（追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除）のうち、損害賠
償請求と契約解除については、従来の売買契約の債務不履行（例：売主が目的物を引き渡さない。）
と同様の法的枠組み（改正民法415条・416条等、改正民法541条・542条等）によって対応される
こととなった。
『不動産売買の手引』では、新たな契約不適合責任について、１章を割いて（「10 引渡後に不
具合・欠陥が…」の章）、これまでの瑕疵担保責任との比較を含め（参考１参照）、その概要を説

改正民法（債権法）に対応した『不動産売買の手引』及び
『住宅賃貸借（借家）契約の手引』の改訂・発刊について
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【参考 1：瑕疵担保責任と契約不適合責任の比較】

【参考 2：宅建業法、品確法、消費者契約法での特別の規定】
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明している。また、契約解除の章（「８ 契約を解除するときは」の章）では、従来は、債務不履
行責任と瑕疵担保責任は別々に説明してきたが、契約不適合責任は債務不履行責任に含めて説明
している。
契約不適合責任の規定は、いわゆる任意規定であるので、売買契約でこれと異なる定めをすれ
ば、その定めによることになる。ただし、従来どおり、宅建業法、品確法、消費者契約法では、
売買契約の定めを排除する特別の規定（強行規定）があるので（参考２参照）、引き続き、留意
する必要がある旨も記載している。
個人間の不動産売買などは、基本的には、これら特別法の特別の定めが適用されないため、売
買契約書で契約不適合責任に関する定めをどのように規定するかが重要であり、各業界団体（全
宅連、全日、FRK）で新たに取りまとめられた標準的な売買契約の中でも様々な規定ぶりが示
されている。『不動産売買の手引』では、従来より、「土地・建物売買契約書の参考例」（土地実
測売買）を掲載してきており、今般、その内容を契約不適合責任に適合するように見直して、掲
載しているが（巻末の参考６参照）、具体的には、第20条（契約不適合責任）と特約条項が契約
不適合責任に直接関係する条項である。
第20条第１項では、追完請求たる修補請求を規定し、代金減額請求は規定していないが、これ
は、代金減額請求は、実務上の具体的な取扱いが未確定の部分が多いため規定しなかったもので
ある。もっとも、宅建業者が売主の場合は、宅建業法第40条により、代金減額請求についても対
応する必要がある。
また、第20条第３項では、改正民法における契約解除の取扱い（契約の目的が達成することが
できても、軽微でない場合には、解除ができる。改正民法541条・542条）と異なり、これまでの
瑕疵担保責任の契約解除の要件である「契約の目的が達成されないこと」を要件としている。こ
れは、新たな解除の要件の実務上の具体的取扱いが未確定の部分が多いため規定しなかったもの

【参考 3：契約書内容確認の主なポイント】
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である。もっとも、これも、宅建業者が売主の場合は、宅建業法第40条により、新たな解除の要
件に対応する必要がある。
さらに、第20条第６項では、違約金の定めは適用しないこととしており、損害賠償請求を行う

場合には、買主は損害賠償額（実損額）を算定して、これを請求することとなる。損害賠償額を、
その他の債務不履行の解除の違約金額とすることも可能であるとされるが、これまでの瑕疵担保
責任の損害賠償の取扱い（違約金でなく実損額）を維持する観点から、そのような取扱いとした
ものである。
加えて、今後、トラブル防止の観点から、契約不適合責任があるか否か、すなわち、「目引き

渡された目的物が、種類・品質等に関して、契約の内容に適合していないか否か」の判断を容易
にするため、事前に売買契約で、土地・建物の状況（例：建物の劣化事象や地中埋設物の状況）と、
それへの対応（例：修補して引き渡す、そのまま引き渡す）を明記しておくことが重要となって
くる。このため、「土地・建物売買契約書の参考例」の最後の《特約条項の記載例》では、「●建
物に劣化事象があること、地中埋設物があることを確認して売買する場合の例」として、特約条
項の参考例を明記している。建物
状況調査（インスペクション）や、
土地の状況調査の活用を含め、積
極的な実務対応が求められるとこ
ろである。
なお、第20条第７項では、物件

の引渡しから２年以内に売主に、
契約不適合がある旨の通知をしな
かった場合には、契約不適合責任
を追及できないとしているが、こ
れは、従来からの「土地・建物売
買契約書の参考例」の期間制限の
取扱いを踏襲したものである。

その他の『不動産売買の手引』
の主な見直し内容としては、改正
民法とは関係がないことである
が、近年のトラブル事例を踏まえ、
売買契約書の締結に際しての契約
書内容確認の主なポイントとし
て、前記のように留意点を追記し
ている（参考３参照）。
最後に、『不動産売買の手引』
の目次を右に掲載する（参考４参
照）。

●不動産取引の心構え～取引のポイント～ …………………………………………2
●不動産取引の一般的な流れ …………………………………………………………4

1 不動産を売るとき
のポイント

１ 売却までの流れ ……………………………………………６
２ トラブル防止のための告知と確認 ………………………７
３ こんなトラブルに注意 ……………………………………７

2 不動産を買うとき
のポイント①⎧

⎩
購入
計画
⎫
⎭

１ どんな場所の、どんな家に住みたいのですか。 ………８
２ 予算は？どれだけの返済が可能ですか。 ………………８
３ 買換えのときは ……………………………………………９

3 不動産を買うとき
のポイント②⎧

⎩
情報
収集
⎫
⎭

１ 物件の情報を集める ………………………………………１０
２ オトリ広告に注意 …………………………………………１０
３ よい広告とは ………………………………………………１０
４ 現地調査・確認のポイント ………………………………１１

4 媒介（仲介）契約
を締結するときは

１ 宅建業者の選び方 …………………………………………１２
２ 媒介業者と媒介契約を締結する …………………………１３

5 既存住宅を売買
するときは

１ 建物状況調査の活用を検討する …………………………１５
２ 建物状況調査とは・メリット ……………………………１５
３ 建物状況調査のあっせんの流れ …………………………１６

6 契約をする前に １ 宅建業者が禁止されている行為 …………………………１７
２ 宅建業者の「重要事項」の説明義務 ……………………１９
３ 重要事項説明書の記載・説明事項 ………………………２０
４ 知っておきたいこと ………………………………………２１

7 契約を締結する １ 契約を締結するときの心構え ……………………………２８
２ 手付金等を支払うとき ……………………………………３０
３ 建築条件付土地の契約をするときは ……………………３１

8 契約を解除する
ときは

１ クーリング・オフによる解除 ……………………………３３
２ 手付放棄による解除 ………………………………………３４
３ ローン利用特約等の条件に基づく解除 …………………３５
４ 債務不履行による解除 ……………………………………３５
５ 消費者契約法による契約の取消し ………………………３６
６ 詐欺や錯誤による契約の取消し …………………………３６
７ 話し合いによる合意解除 …………………………………３６

9 残金支払（決済）と
引渡し

１ 決済・引渡しとは …………………………………………３７
２ 事前準備と事前確認 ………………………………………３７

10引渡後に不具合・
欠陥が…

１ 契約不適合責任を追及するには …………………………３９
２ 改正民法施行前の売買契約の取扱い ……………………４１
３ 宅建業法、品確法、消費者契約法における特別の定め …４２
４「アフターサービス」との違い……………………………４２
５ 売主が倒産した場合の担保責任は ………………………４３

参考資料 １．専任媒介契約書の参考例…………………………………４４
２．重要事項説明書の参考例（土地・建物）………………４８
３．重要事項説明書の参考例（マンション）………………６０
４．土地・建物売買契約書の参考例（土地実測売買）……６３

困ったときは ……………………………………………………………………６９

【参考 4：『不動産売買の手引』の目次】
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（2）『住宅賃貸借（借家）契約の手引』

住宅賃貸借に関する改正民法の変更点としては、何と言っても、個人の連帯保証契約に当たっ
て極度額を定めなければ同契約が無効になることが大きい。
『住宅賃貸借（借家）契約の手引』では、個人の連帯保証契約に当たって極限度額を定めなけ
れば同契約が無効となること、連帯保証人は、貸主に対して、借主の賃料等の支払状況や滞納金
の額等の情報提供を求めることができること等を説明している。
また、改正前民法では、賃貸物の一部滅失の場合に限って、賃借人は賃料の減額請求ができる
との定めであったが（改正前民法611条）、改正民法では、一部滅失以外の使用収益ができないと
認められる場合も含め、事象が発生した時点から減額されることの定めになったため（改正民法
611条）、その旨を説明している。
なお、『住宅賃貸借（借家）
契約の手引』では、賃貸借契約
の参考例として、国土交通省が
策定した賃貸住宅標準契約書
（平成30年３月版、連帯保証人
型、家賃債務保証業者型）も掲
載している。

最後に、『住宅賃貸借（借家）
契約の手引』の目次を右に掲載
する（参考５参照）。

【参考 5：『住宅賃貸借（借家）契約の手引』の目次】

1

2
3

住宅賃貸借（借家）契約……………………………………………………２
１－１ 賃貸借（借家）契約は なが～いお付合い
１－２ 賃貸借（借家）契約に適用される主な法律
２つの賃貸借（借家）契約…………………………………………………５
契約から明渡しまで（普通賃貸借契約の流れ）…………………………６

4
5
6

7

物件（借家）探しと物件の確認……………………………………………７
入居の申込み（入居申込書）………………………………………………８
契約をするまえに
６－１ 重要事項の説明を受けましょう ………………………………９

・ 媒介業者と管理会社（業者）
・ 媒介（仲介）報酬（手数料）

６－２ 重要事項説明書 …………………………………………………１１
・ 抵当権等の登記のある物件を借りるとき

６－３ 契約時に必要な費用にはどんなものが ………………………１２
・ 敷金（保証金）、礼金、共益（管理）費、保険料

６－４ 契約はどの時点で成立するのでしょう ………………………１３
６－５ 連帯保証人・家賃債務保証会社 ………………………………１４
契約の締結と入居（鍵の受取り）…………………………………………１５

8 契約期間（入居）中
８－１ 契約期間と契約の更新 …………………………………………１６

・ 合意更新と法定更新
・ 更新の拒絶
・ 更新料
・ 更新に伴う労務報酬料（更新手数料）

８－２ 禁止又は制限される行為 ………………………………………１８
８－３ 貸主の修繕義務 …………………………………………………１８
８－４ 賃料の増額請求と減額請求 ……………………………………１９
８－５ 一部滅失等による賃料の減額・契約解除 ……………………１９
８－６ 契約の解除と中途解約 …………………………………………２０

・ 貸主からの契約解除
・ 借主からの中途解約

9

10

契約の終了と明渡し
９－１ 明渡し ……………………………………………………………２２
９－２ 敷金とその精算 …………………………………………………２３

・ 損耗・毀損等の一般的な事例
Ｑ ＆ Ａ ……………………………………………………………………２８

11 参考資料 ……………………………………………………………………３２
● 民事調停（司法調停）制度と少額訴訟手続の制度…32-33
● 改正民法（令和 2年 4月 1日施行）による賃貸借に関するルールの変更について…34
● 入・退去時の確認チェックリスト（例）…35-36
● 入居申込書（例）…37
● 重要事項説明書（標準様式）…38-41
● 賃貸住宅標準契約書（平成 30年 3月版・連帯保証人型）…42-51
● 困ったときのご相談窓口…52-53
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3 ．おわりに

以上が、『不動産売買の手引』及び『住宅賃貸借（借家）契約の手引』の改訂のポイントであ
るが、当機構としては、今後は、改正民法に関する実務の動向、裁判例の動向等を注視していく
とともに、必要に応じて、『不動産売買の手引』及び『住宅賃貸借（借家）契約の手引』の内容
の充実を図ってまいりたい。

（A） 売買の目的物の表示（登記簿の記載による）

土地

所 在 地 番 地 目 地 積
m2

m2

――――m2

合計 m2

建物
所 在 家屋番号
種 類 構 造
床面積 １階 m2、２階 m2、合計延べ床面積 m2

特記事項

（B） 売買代金、手付金の額及び支払日

売買代金

金額総 円也
土地
建物

（うち消費税相当額）

金 円也
金 円也

（金 円也）
手付金 本契約締結時に 金 円也

中間金 第1回 年 月 日までに
第2回 年 月 日までに

金 円也
金――――円也

残代金 年 月 日までに 金 円也

（C） 土地の実測

実測精算の対象となる土地（契約時の算出面積をいずれかに記入）
㎡）積面簿公＝（合場いなの担負道私・

・私道負担のある場合（それを除く、有効宅地部分） ㎡

（D） 土地代金精算の単価

売買代金精算の場合の土地単価１m2あたり 金 円也

（E～I） その他約定事項

（E） 所有権移転・引渡し・登記手続の日 年 月 日
（F） ○年度公租公課分担の起算日 年 月 日

（G） 手付解除の期限 契約の日から カ月後
－年－月－日

（H） 違約金の額（売買代金の20％相当額）

（I） 融資利用の場合

融資機関名・取扱い支店 融資承認予定日 融資金額
年 月 日 金 円也
年 月 日 金 円也

合計 金 円也

○○市○○○丁目 ２番３４ 宅地 １３．１１
同上 ２番３５ 宅地 ４５．２２

２１
１

１６８．３３

○○市○○丁目１２番地３
居 宅

２番３
木造瓦葺２階建

６５．

１ ４４

６７ ５．５６ １０１．３ ２３

３７，５００，０００
２７，５００，０００
１０，０００，０００

０
１，０００，０００
２，０００，０００

３４，５００，０００

１６３．３３

○ ○ ○

○ ○ ○

１６８，３７０

○ ○ ○
○ ○ ○

○○銀行○○支店 ○ ○ ○ ０００
社内融資 ○ ○ ○ ０００

０００

５，０００，
５，０００，
０，０００，

１
１
３

【参考 6：土地・建物売買契約書の参考例（土地実測売買、個人間取引）】
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（J）売主及び買主の双方が確認した事項

①「建物の構造耐力上主要な部分」または「雨水の浸入を防止す

る部分」の状況について売主及び買主の双方が確認した事項

確認事項を記載した資料の名称 建物状況調査の結果の概要

資料作成者 住宅一郎

資料作成年月日 ○年○月○日

②その他売主及び買主の双方が確認した事項： 有・無

：　有・無

（J）売主及び買主の双方が確認した事項

①「建物の構造耐力上主要な部分」または「雨水の浸入を防止す

る部分」の状況について売主及び買主の双方が確認した事項

確認事項を記載した資料の名称 建物状況調査の結果の概要

資料作成者 住宅一郎

資料作成年月日 ○年○月○日

②その他売主及び買主の双方が確認した事項： 有・無

：　有・無
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